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取組の方向

第2章 ｢東京の子どもと家庭をめぐる状況｣でみたとおり､家庭や地域の子育
て力が低下する-方で､子どもと家庭に係わる問題は多様化していますO
子どもを持つすべての家庭が地域で安心 して子育てができ､子ど吉たちが健や

かに育つよう､様々貴しくみを整えていきますO

蔓職級 ⑳ 蕊霧鰭髄碍霧轟き
○ 子ど吉家庭支援センタ-や児軍相談所､保健所 ･保健センター等が連携し､
身近貴地域での支援から専門的 ･広域的な支援まで､総合的訟子育て支援体制
空整えます｡

○ 医療機関や区市町村の保健所 ･保健センターが､乳幼児健診/など様々な機会
を捉えて､虐待をはじめ支援の必要な家庭を把握するなど､福祉 ･保健 ･医療
の関係機関が連携して､子育て家庭を支援する体制を整えます,J

O 慢性疾患にかかっている子ど吉とその親に対し､同様の経験を持つ親等が不
安や悩みについて助言 ･相談空行うなどの体制を充実し､病気を抱え怠がら成
長する子ど吉や親の日常生活を支援しますO

蜜学務常澄援轡-藍謁覆滅轟き
○ 親の病気､不意の用事､育児疲れなど一時的に子育てができない場合を含め､

すべての子育て家庭が必要に応じて利用できるよう､一時保育､ショートステ
イなどの子ど吉家庭在宅サービスの充実を図ります｡

○ 子育てひろばなど､親と子がともに集い､子育ての悩みを話し合ったリ､気軽
に相談できる場が身近にあり､いつでも利用することができる環境を整えますO

蔓ijも狸⑳噂誉医療藤髄鼻整鱒き
○ 妊娠や出産､子育ての期間を通じて､いつでも安心して適切な医療サービス

を受けられるよう､｢365日24時間の安心｣のための医療提供体制を整備しますo

O 出産や子育てに関する知識や経験の少ない親の不安を軽減するため､子ども
の病気やケガへの対処の仕方､健康に関するアドバイス､身近怠医療機関の案
内などの情報を､インタ-ネット等を活用して分かりやすく提供していきます｡

嬢 挙索も麗繋ぎ亀尊籍戯
○ 地域におけ孟子どもたちの安全な遊び場所 ･居場所を確保するとと竃に､子

どもの創造性を育むために､様々な方策について検討していきます,J

O ひきこ宅リ､不登校など思春期の心の問題をはじめ､いじめ､非行､薬物乱
用や睦感染症等の問題などに対応するために､教育 ･福祉 ･保健 ･警察などの
関係機関相互の連携 ･強力体制を強化し､地域全体で子どもたちの健全育成に
取り組みます｡
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取組の方向

働きながら子育てをしていくためには､雇用環境の整備と､都民ニーズに応じ

た保育サービスの充実が不可欠ですO

男女を問わず､育児休業等を取得しやすい職場環境づくりや､働き方の見直し

に向けた普及啓発等､仕事と子育てとを両立できる雇用環境の整備を進めるとと

吉に､大都市特有の多様なニーズに対応した保育サービスの提供体制を整備する

ため､保育の実施主体である区市町村を支援していきます｡

蔓幾番恕響欝嘗索ぎ簡蕊驚き愚聴感霊 乾優き

○ 男女がと吉に仕事と子育てを両立しつつ､その能力を発揮して生き生きと働

き続けることができる職場環境を目指し､企業に対して､育児 ･介護休業法な

どの関係法令の周知や職場の両立支援策の充実に向けた普及啓発等を進めますo

O 男女がともに子育てをするという意識が企業や社会全体に広がり､職業生活

と家庭生活とのバランスがとれたライフスタイルを選択できるよう､企業や都

民を対象として働き方の見直しや多様な働き方についての啓発を行うととち

に､都と都民､事業者との連携 ･協力の促進を麹りますo

O 子育て家庭における父親の役割等についての認識を深め､働き方の見直しや､

父親の子育てが促進されるよう､職場や社員向けの講演等を実施しますO

'毒素務登爆爾轡-藍旗夢魔舜き

○ 認可保育所のサービスを向上させるとともに､様々訟保育ニーズに対応する

ため､認証保育所､家庭福祉員 (保育ママ)など､多様/+i提供主体がそれぞれ

の特性を活かした質の高いサ-ビスを提供し､保育サービスを必要とする子育

て家庭が､自らサ-ビスを選択し利用できる環境を整備していきますo

O 延長保育､零歳児保育､病後児保育､休日保育､夜間保育塩ビ､大都市特有

のニーズに応える､質の高いサービス提供体制を整えていきます｡

○ 学童クラブの閉塞時間誉午後7時までにするなど､利用者のニ-ズに対応し､

必要とするすべての子ど吉たちが安心して遊び､過ごすことができる体制を整

えます｡

○ 仕事と子育てとの両立のため､地域において､会員相互で子育てを支えるファ

ミリー ･ij-求-卜･センターの整備を促進します｡

10



≪施策の体系》･

1



取組の方向

次代を担う子どもたちが､自らの人生を自信と希望を持って切り開いていくこ

とのできる社会人に成長するためには､それぞれの個性や能力を伸ばし､社会の

一員としての自覚を持つことのできる環境づくりが重要です,

そのため､家庭､学校､地域､行政等が一体と怠って､手ど宅がたくましく

成長し自立する環境整備に取り組んでいきますO

雲助狸教静菌発露き

○ 保育所 ･幼稚園と小学校とが､相頁に正しく理解し合い､連携を強化するこ

とにより､就学前から小学校への連続性を重視した教育を実施します｡

電磁虫噛 翠お鈴蘭 息 や蔑 索 審 鶴 巻 撃 綬 霊 威 鰯

○ 学校において､きめ崩ヨかな指導を充実し､すべての児童 ･生徒が､将来の自

己実現につながる確かな学力を身に付ける環境を整えます｡

○ 学校運営や教育内容に､保護者や地域住民の意見を反映し､信頼される学校

づくりを進めますO

電遼療喝 着払と健轡意も麗鱒鼻緒盛暑

○ 思いやりの心や生命を大切にする心など､子どもたちの豊かな人間性を育て

るため､ボランティア活動への参加をはじめ､様々訟取組を行います｡

○ 子ど吉たちがたくましく生きるための健康や体力を身に付け､明るく豊かな

生活を送る環境を整えますO

蔓寮盛事聴感尊敬籍彪将商よき

○ 学校 ･家庭 ･地域の連携の下に家庭や地域における教育力を高め､地域社会

全体で子ど芭たちを育てる環境を整えます｡

電波鷲各組慧漉霊感優き
○ フリーターの増加などの問題に対応するため､若者に封する就業促進等によ

る自立支叢を行うとともに､子ど吉たちが在学中から､しっかりとした職業観･

勤労観を鼻に付け､社会的自立ができる環境を整備しますo

O 次代を担う言ど吉たちが､子育ての意義や親の役割､男女が協力して家庭を

築くことの理解を深められるよう､保育体験活動などの取組を行います｡
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取組の方向

虐待を受けた子どもとその家庭､様々訟理由から親と書らすことのできない子

どもたち､ひとり親の家庭､障害のある子どもなどには､子どもや家庭に対する

一般的な支援に加え､特別な支援を必要とする場合がありますO

このような〕犬況を的確に把握した上で､子どもの健やかな育ちと自立を促進す

る観点から､子どもと家庭に対する支援を進めていきますO

竃発意盛緒鋳鹿妻

○ 先駆型子ども家庭支産センターや児童相談所､保健所 ･保健センター等の関

係機関による､身近貴地域の支援から広域約 ･専門的な支援までの､総合的な

児童虐待防止体制を整えますo

O こうした関係機関が連携し､児童虐待の未然防止から早期発見 ･早期対応､

子どもの保護､保護者への支援､分離した家族の再統合､アフターケアまでの､

-貰した取組を進めます｡

蔓鍍金窮幾童き

○ 親と一緒に暮らすことができない子どもたちが､家庭的な雰囲気のなかで､

地域との交流を持ちながら生活できる養育家庭やグループ帯-ムを拡充します｡

○ 施設や養育家庭で生活する子どもたちに対して､地域社会との交流や､日常

生活における炊事 ･洗濯等の家事など､将来のひとり立ちに向けた様 怠々取組

を行います｡

藍静と優漁家磨き

○ ひとり親家庭の鶏が､一定の安定した収入琶得て､自立した生活ができるよ

う､母子家庭等就業 ･自立支援センタ-の機能を強化するなど､支援体制の充

実を図りますo

O 身近息地域で気軽に相談できるしくみや､ひとり親家庭どうしの交流の場を

整備するなど､様々怨問題や悩みにきめ細別こ対応できる体制奪整えます｡

ミ障雲量･鷲盛泣き

○ 障害のある人宅急い人吉､お互いを尊重し､誰宅が地域の中で自立した生活

を送ることのできる社会の実現を目指し､障害児とその家族を支援するしくみ

を整備します｡

○ 学習障害や注意欠陥 ･多動性障害､自閉症等発達障害の子ど吉を含め､障害

のある子ど吉一人ひとりのニーズに応じた適切な支寒を行います｡
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子ど宅たちが犯罪の被害者になる事件が多発しており､手ど壱たちが安全に遊

び､過ごせるまちづくりはますます重要な課題と怠っています｡また､子育て家

庭が安心 して生活できる住まいや都市整備も必要ですO

子ど吉を犯罪等の被害から守るための活動､良質訟居住環境の確保､安心 して

外出できる環境の整備/などに取り組んでいきますo

捧詮欝等鎗凝無銘 臆 串 詐管誉鋳臆等き

○ 子ど宅や保護者に封する防犯教室､セ-フティ教室を拡大して実施するなど､

学校と家庭や地域社会､関係諸機関との連携を強化し､子ど毛たちを犯罪や有

害な環境から守るとと･Sに､非行防止の活動に社会全体で取り組みます｡

○ インターネットの利用環境の整備や､薬物乱用防止対策など､有害貴 情報 ･

環境から子ど吉を守るための総合的な取組を推進します｡

藍変通牽愛澄駿緩き

○ 区市町村 ･警察 ･教育委員会等が協力し､子どもたちが交通jL/-)L'や交通マ

ナーをしっかりと鼻に付けることができるよう､交通安全教育を充実しますo

O 子ど吉や芋ど吉連れの親等が安全で安心 して通行することができるように､

道路交通環境を整備します｡

蔓繋碍義弘葛藤 噂 と 腰 膝環鰭爵魔轟き

○ 都営住宅における若年ファミリー世帯 ･多子世帯等の入居機会の拡大や､職

住近接などの居住ニーズに対応した民間賃貸住宅の供給促進など､プアミリ-

世帯の住宅ニ-ズに対応していきますo

O ｢化学物質の子ど芭ガイドライン｣を活用し､いわゆるシックハウス等､居

室内の有害化学物質による影響への懸念に対応するなど､子ど竃を安心 して育

そることのできる居住環境の整備を進めますO

蔓鷲鼻転常勝速習潜るま奄尊宅鰯

○ 道路や公園､.交通機関､公共的施設など､子ど吉や子ども連れの家族､障害

のある子ど宅たちをはじめ､誰もが安心 Lで快適に都市施設等を利用し､外出

できるよう､まちづくりを進めます｡

16



≪施策の体系≫

1


